
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第２４号 

事故等種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２４年１２月１７日 １０時２５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市皆曲
かいまげ

岬南西方沖の太陽石油Ｎｏ.３３バース 

 今治市所在の菊間太陽石油シーバース灯から真方位０７５°９０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°０３.２′ 東経１３２°５１.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油送船 第二十三浪速
な に わ

丸、１,３３１トン 

 １３７２４２、大阪タンカー株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部外板に凹損 

桟橋 防舷材等に損傷 

 事故等の経過 本船は、船長ほか９人が乗り組み、積荷役を終えて太陽石油Ｎｏ.

３３バースからの離桟作業中、船尾からの潮流に圧流され、平成２４

年１２月１７日１０時２５分ごろ本船の右舷船尾が太陽石油Ｎｏ.３

３バースに衝突した。 

船長は、離桟作業を続け、１０時４０分ごろ今治市菊間港外で錨泊

して直ちに点検を行い、航行に影響がないことを確認して出航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、潮流 南西流 

 その他の事項 

 

本船は、本事故当時、陸に一番近いバースに出船右舷着けで着桟し

ていたが、船尾から強い潮流を受けていた。 

本船は、本事故当時、バウスラスターを使用していたが、タグボー

トは使用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、太陽石油Ｎｏ.３３バースから離桟作業中、潮流に圧流さ

れたことから、桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、太陽石油Ｎｏ.３３バースから離桟作業中、潮

流に圧流されたため、桟橋に衝突したことにより発生したものと考え



 

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・離桟作業中などの低速時には、風潮流の影響を受けやすくなるの

で、影響を考慮した操船を行うこと。 

 


